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企業別組合の特質について

小川 登

I 課題と企業別組合の形式的特徴

目をみはるような高度成長のなかでは，企業別組合の産業別勢揃いの春闘の

現象的成功によって，企業別組合のもつ体質的な難点は後景にしりぞいてし、た。

だが，高度成長の停滞と資本自由化を基盤とする日本経済の新たな転回は，産

業再編成と企業合併を軸に労働問題に強いインパクトをあたえだしている。

例として，三菱三重工・日産・プリ Y 夕、等の合併にともなう企業別組合の統合

に際してのシビアーな紛争がある。産業別組合の場合であれば，とうし、う紛争

はほぼ問題とならなし~このような情況のなかで，転機に育つ企業~IJ組合のあ

るがままの構造的特質をいまいちど把握しなおすことが，小論の目的である。

日本の労働組合の企業別組合と」寸特異性をし、かに把えるかは，労働問題研究

における中心課題の 1つであった。

日本の労働組合のなかで企業~Ij組合の形態をとるものは，戦後ほぽ一貫して

組合数でおよそ 900/0. 組合員数で約 800/0である九企業別組合の形式的特徴

の第 1は，労働組合がみずから組合規約によって組合員の範囲を特定企業の常

用労働者(本工・職員)に限定している階層的性格，そして労働協約中のユ=オ

/'.シ三ヅプ条項において組合員は従業員でなければならないとするいわゆる

「逆締めつけ」壱おこなっている封鎖的性格にある。第 2に，労働協約におい

て唯一交渉約款や交渉権第三者委任禁止約款壱設け，団体交渉を企業内に制約

している排他性がある。第 3には，独自の組合規約をもち独立した運営がおこ

1) 骨働省「労働組合基本調査報告」各年。昭和田年の全j組合数を組織形態別にみれば，企業別
担織94.0% 産業別組織 1.0%.職襲別組織2.4%. 地域別組織0.4%. その他の組織2.2%で
ある。日本で支配的な企業別組合にたいして例外的なのは，産業別 職能別組合ともし、うへき海
員組合 13万人である。統計上では日教組田万人が職業別組織となってし、る。
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なわれるだけでなく，組合役員は従業員である組合員のなかから選ばれ，従業

員以外からは選べないといった分断性という点にある。これらのことは，民間

組合の組合規約と労働協約から容易に摘出しうる。

以下の企業別組合論は，組織形態論というよりも，その思?固と行動様式の総

体に接近することを目指している。

E 労働市場と企業内労資関係の特質

終戦直後の労働組合は，労働条件の維持改善壱めざす労働組合的性格と同時

に工員・職員を一括した全員組織であって生産管理・経営民主化をおこなう工

場委員会的性格をあわせもって生成した九 この複合的性格が， どこから由来

するのかを解明することが，問題意識の 1つでもある。

日本の労働市場においては，大企業の雇用独占と中小企業関係の雇用流動と

があれその聞には階層とはっきりいえるほどの断層もあり，階層的分断性が

きっく賃労働者の階級的等質性が弱い。一方では，建前としては労働移動がな

い終身雇用慣行のもとで企業内封鎖性をもった犬企業常用労働者の継続的労働

市場があり，さらに職員を除く工員はその企業内のまた職場別に封鎖されてい

る。他方では，大企業卜の臨時工・社外工・日雇労働者および中小企業労働者

司聞においては相互に流動的・開放的な短期的労働市場が存在している。

労働力供給の面をみれば，大企業の本工労働市場へは主として新規学卒者で

あり，流動的市場には王として都市雑業層ヘ および農村からであり，就業構

造の二重構造は現在にし、たるも依然として続いている。例えば， 昭和 40年に

おいて， 企業規模 30人以上へ就職した 133方人のうち新規学卒者は 111方人

であるが.30人未満の企業への就職者55万人のうち新規学卒者は15方人，農

林業 4万人， 自営業主・家族従業者2万人，非就業者から 34万人となってい

2) ウェ vプ夫妻の「普働組合左は 労働生活の諸条件の維持および改善のための賃金タ醐者の恒

久的団体であるJという古典的規定があり，他方. i全員加盟の工場委員会の重点は，生産 貿

易およU報行に聞すろ労働者の管理統制にあり，個人加盟の労働組合の基盤である」というロゾ

フスキ の古典的規定がある。

3) 隅梓三喜男 日本資本主義と労働市場. r日本の労働問題J昭和35年。
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るの。労働力供給からみた場合大企業では新規学卒者(単身者〕が決定的な位置

を占めている。企業の労務管理のなかで，採用管理は重要な位直にあり，企業

の側の自由な選択的雇用にゆだねられており，採用時の労働契約のあい主いさ

は，いわゆる「無規定の労働J契約であ?，ここに労働力の購買と消費につい

ての大企業の労働力の需要独占の第 1の基盤がある u 企業内の労資関係の基軸

が，企業の学歴別の選択的雇用を与件とした年功的労資関係にあることは，定

説である。亡の年功的労資関係i:cl;t，資格・身分・職制・賃金の序列が勤続年

数を基準に構成されている秩序のことであるが，それは次の 3つの柱により構

成されてし、る。

第 1の柱は，いわゆる「終身雇用Jである。大企業は，その必要とする基幹

労働力について新規学卒者のなかから学歴別の選択的雇用をおこなしV いちお

う生涯雇用を建前としている。そして，この常用労働者の永年雇用の必要条件

的対極として，臨時工・社外工・日雇労働者など雇用形態を異にするいわゆる

「下層j労働者群を位置づけている。昭和必年の雇用労働者 2682万人のうち，

臨時雇用が 93万人，日雇労働者が 117万人おり， 短期的流動市場には， この

ほか入離職率の高い婦人労働者814万人， 29人以下の小・零細企業労働者769

万人も入れることができるであろう九

年功的労資関係の大黒柱は，いわゆる「年功賃金」である。 H本の常用労働

者の賃金は，生涯雇用を前提的なものとして単身者賃金である学歴別初任給を

出発点として勤続年数を軸とした昇給がおこなわれる。戦後日本では昭和:;0年

頃に定期昇給制が確立するが，その定昇の基準は昭和 40竿では，会社査定 70

9も，賃金階級差のラソクによる分 200/0，一律定額分 3%，基本給×一定率分 3

.%，その他4併となっている九 このように， この定期昇給制では経営側の査

定のしめる率がきわめて高<，査定の基準は勤続年数と企業貢献度とされ亡し、

4) r脅働田書」昭和 41年版.123ページ。
5) 総理府統計局「就業構造基本調査」昭和 40年。
~) 中央労働委員会事務局調査z 昭和 40年。但しl 製造業1000人以上a 資本金5億円以上の企業

が対象命
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第 l表年令別賃金格差 品。第 1表のように年齢別賃金格差は最低

1954年 1964年
と最高に 4倍の差がある。

18歳未満

18蔵 -19歳

20歳-24歳

25歳-29歳

30蔵 -34歳

出歳-39歳

40歳-49歳

49.8 

71.5 

100.0 

136.7 

164.3 

184.4 

203.1 

53.8 

76.9 

1日0.0

127.1 

162.7 

191.6 

214.2 

50歳-59蔵 202.9 222.7 

(単位%， 1000人以上企業)
資料労働白書」昭和40年版』

338-9ベージ

第 3の柱は，永年雇用を補完するいわゆ

る「生涯扶養」を理念とした企業内福利で

ある。第2賃金ともいわれるこの企業内福

利においても，大企業と中小企業との格差

は第 2表のように大きいし，大企業内にお

いても勤続年数が増えないと恩恵を受けな

いしくみにな勺ている九

年功的労資関係は歴史的にみれば，大正末期から昭和5年にかけて，経営側

が定昇ff>Uでもって労働組合の賃金闘争機能を奪い，企業内福利でもって労働組

合の共済機能を代行することを成功古せるなかで制度化した。この年功制は，

戦時と終戦直後のインフレ期にその意味を寅失するのであるが，そこをついて

結成された労働組合の運動が年功耐を根底的に打開することでなく修正にとど

まっていたことに助けられて， 昭和 24~29 年に再び確実な姿をとって再建さ

れ与件イじしたのである。

次に経営者のエートス・労務管理の日

本的特質を問題としたし、。 昭和 28年頃

の労働問題研究界では「封建的な賃労働

関係」という形容矛盾的なこと，すなわ

第2表 第2賃金の格差

500人以卜

100-499人

現金給与額福利厚生費

100.0 

78.1 

100.0 

75.5 

30-99人 67.5 63.1 

資料.労輸省『企業福利施設調者J64年σ

ち，労資関係が資本家と労働者との対等な契約関係として成立していず，全人

的・身分的ないわゆる温情主義的労務管理が存在していると止をめぐり i賃

労働における封建制j論争すらあったぺ

30年以降の技術革新的な設備投資壱駅動力正する高度成長の過程忙おいて，

このパーソナノレな温情主義的労務管理はアメリカの管理技法の導入もあって近

わ 間宏，第二賃金論 「別冊中央公論」経営問題41年夏季号を毒照。
8) 大洞内一男 賃労動における封建的なるもの.r社会政策の経済理論」昭和 25年，および「日
本労働組合論」昭和 28年所収の諸論稿を毒照。
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代化を行うが，労働監督の科学化と労働者統括の前近代性の並存という二重構

造は変貌していないといえる。日本社会の核を形ちづくる農村の村状況は解体

されるどころか，逆に，完成された高度の形懇で工場の中にその姿をあらわし

た。鉄鋼産業の作業長制度はその象徴である。労務管理が，資本の価値生産に

必要な限りでの労働に対する監督・指導にとどまらず，労働者そのものの人格

的隷属をもおこなおうとする日本的特質は維持されている o 西欧の経営者は，

労働組合の伝統的規制もあって，同一産業・業種内の全企業の労働者の労働条

件の均一化の上に資本間競争の優劣壱展現する傾向をもっに至っているといえ

るが，それに対して，きびしい国際競争の環境に条件づけられている「中進国」

日本の経営者は，企業間競争の優劣を自己の企業の労働条件の高低でもってお

こなおうと「る傾向を特殊に強くもっている 2

経済性からみた日本の労務管理は，その本質としての労務費低下および終身

雇用性からくる要請として労働力構成をピラミッド型にしようとする 2点を靴

にしている。建前としての終身雇用制は，そのままであれば，長方形型の労働

第 1園労働力構成

出所藤田若雄「労働組合
の組織と運動J322へク

力構成となり，そのまま年功賃金壱とれば労務

費の膨張は不可避であるという自己矛盾壱ひき

おこす。そこから，労務管理上の要請Eして労

働力構成をピラミッド型にしようとするがた

め，労働者壱して忠誠(昇進〉と反逆(疎外)の

二層に分化させ，企業の秩序に親和的でない労

働者をして企業外排除(離職)の圧力にさらす

こととなる。忠誠型と反逆型は，年功制度の核

である昇進・昇給が企業貢献度(直接には直属上

司への忠誠度)という客観的には測定不可能な

怒意性でもって査定される面から主として惹起

する九

9) 藤田若雄「労働組合の組織と運動」昭和37年.321-324ベージ。
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E 年功賃金におけi'>労働と賃金

さて，学歴別ではあれ，職務昇進と昇給が勤続年数を基準に構成されている

年功的労資関係に対する評価の難点は，年功賃金制における「賃金と労働の対
イツク晶ー

応」し、かんという問題にある。労働問題研究における現在の係争点は， i勤 続

により昇進するのは何故か」聞とし、う問題壱座標軸としている o

「クラフト・ユユオンの公準J諭のように企業別組合の西欧組合との単純比

較では，企業別組合はその特殊性のみに一面化されるし， i企業別組合はなに

も日本特有なものではなく独占段階では一般的」論では，その特異性の無視と

なる。年功賃金であれ， i賃金が賃金である以上，なんらかの意味で労働と対

応しているものだJとはすまされないであろう。独占段階の大企業は，独占体

の不可欠のー構成要素として技術独占をもち，その企業に独自な機械に必要な

労働力苦労働市場で見出せず，企業内養成によって熟練を段階的に獲得させる

とし寸傾向を確かにもっている。この企業内性と段階性をもっ独占段階の熟練

獲得のー齢的性格をもって，昇進は勤続によっておとなわれるし，勤続による

昇給は労働の質量に対応している，すなわち，独占段階の大企業の基幹労働力

の質の形成は企業内的・年功的であって，なにも特殊日本的なものではないと

される説がある町。

だが，年功賃金・職務序列は熟練の形成度に照応したものであろうか，また，

照応しなければならないものであろうか。日本の場合，たしかに新規学卒者は

未経験の未熟練工として入社する。しかし，自動車組立，弱電機を典型とする

メカュカノレ・オートメ一、ンョン型の機械産業におけるベルト・コンベヤー上の

技能・熟練などの獲得は純技術的には 1週間から 2ヶ月もあれば十分であり，

年功的熟練とはほど遠いのが実際の姿である。他方，鉄鋼・石油化学を典型と

10) r資本による労働と賃金の結合方式を疑うとと，それとそ労資関係を政治経済学によって解明
する起点であるJ，岸本英ぶ郎「労骨組合の機能c組織」昭和41年.155へージ。

11) 小池和男「日本の賃金交渉」昭和 37年，高梨昌「現代日本の労働問題」昭和 40年，に代表さ
れる見解をさす。
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するプロセス・ォ-]メーショ Y 型の装置産業においては，装置産業に特有な

連続性のため全体的な視野と一定の高度な知識が要求されるといわれているが，

鉄鋼のストリップ・ミノレにおける部分操作者〔オベ νーター)の労働等壱みても

極度に単純化している。典型的な年功的熟練労働とされる昭和初年以前のプ

ルオーパ一時代の圧延工でさえ，最高職務は経験 10年で果される向。 問題点

として「重要なことは，かりに純技術的には 6ヶ月の養成で習得しうる技能も，

わが国の伝統的な技能養成制度の下では， それが慣習上 5年なり 10年なり

を要するというように関係者一同から公認され，格付付されていて，それが職

場秩序を構成する 1つの柱となっても、るという事実である」にもかかわらずs

神代和欣氏は， Iわれわれがこれを年功的技能序列として敢えて重視するゆえ

んである」助と，つづけて断言されているが，逆に， この実態調査の叙述その

ものが年功的熟練が年功制度の客観的内実であることを否定しているのではな

L 、だろう由、

「勤続により昇進するのは何故か」としづ係争点は，技能・熟練上から勤続

が昇進の基準となるのか，それとも労務官理上から昇進にとって勤続が必要と

なっているのか， という問題であると整理しうるが，後者にポイントがあるこ

とが明らかになりつつある。年功的熟練→年功的職務序列〉年功的賃金となる

とUづ論理的整合性は，実証からの結論ではなく，逆に年功的賃金の客観的必

然性が必ずあるとし寸仮説から「逆論証」されたものにすぎなかったのだ。昭

和3日年以降の技術革新に伴う茎幹労働力の労働の単車屯化の一層の進行のなかで

は技能序列と職務・賃金序列Eが著しく不照応であることがより鮮明となって

きたのである明。

いまだ続いている年功賃金の下での賃金と労働が不照応であり，年功賃金が

労務管理上の要請を主として形成されてきたととと判明しても，労務管理自体

1幻 神代和欣，圧延機械憧理工場の年功的熟練大河内氏原藤田「労働組合的構造と機能」
昭和 34竿， 117-119ベージ。

13) 神代和欣 j 産業機械，大河内一男嗣「産業別賞金決定の機構」昭和 40年， 506""" ジ。

14) i.:.の点は，熊沢誠j 労働力需要の置と量. r甲南経街学論集」第 69-70-71号， に教えられ

る点が多かった。
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は経蛍者にとって白己目的なものではない。資木制生産様式にとっての規定的

動機である剰余価値生産の経済性E年功賃金の照応いかんといろ問題が残る。

だが，それは，個別資本にとってコ月下としての賃金というものが人件費(賃

金総額)=平均賃金額×従業員数であり，それ以上でもそれ以下でもない，と

いう点に着眼すれば解決しうる。賃金総額を低目におさえ，その賃金総額の個

個の労働者への配分を労働能率刺激と労働者の企業忠誠強制の手段とし、う賃金

体系の本質にマッチさせているのが，年功賃金制であれ個々の労働と賃金の

不照応こそが資本家的合理性(低賃金高能率)を保証するものであるといえるか

年功賃金とし寸賃金支払いの仕組みは，昇進・昇給をめぐり労働者間に激しい

競争を惹起させ，企業内労働力構成をピラミッド型にし，労務費を低水準にと

どめる上ですぐれた機能をもっているからである。以上から，日本の企業にお

ける技能序列と職務・賃金序列が経営側の労務管埋によって不問UGにおかれ，

企業内労資関係がきびしくならざるをえないと結論できるであろう。

N 企業内組合的団結様式の本源

戦後日本の労働組合は，西欧の労働組合のように，そもそも個々の会社とは

かかわりなく労働者ひとりひとりの意志にもとづいて地域的なひろがり壱もつ

横断的な職業別組合として発生したのではなかった。西欧のようにー企業の中

の従業員が，会社の外に組合をつくるか，会社外にできあがっている労働組合

に個人加盟するのではなし戦後日本の労働組合の場合は最初から，企業体丹

中に，そこを足場とし，その中に組合事務所をもち，占領下の初期数年間とい

う生成期には会社から組合専従者が給料壱受けとるということすらままある形

で労働組合が結成され運営されたのであった町。

西欧では同じ仕事をする者同志から団結しはじめ，日本では同じ会社で働〈

者同志から団結しはじめたのは何故か， が分析の軸である。 分析の視座1;1:， 

15) 軒戦直桂の組合生成期をその時点において分析し描写したものには，大河内一男嗣「戦誼湯働
組合の実態」昭昨日 25年，末広厳太郎「日本労働組合運動史」昭和 26年，の三著しかない。
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「労働組合は本源的には，労働者の聞におけるやむをえない競争を排除しよう

とする労働者の自然発生的な企て，あるいは，少〈左もこのお主いの間の競争

を制限し，奴隷的な水準以1::1こ自らを向上させるための契約上の条件壱獲得せ

んがために発生した」叫ということにおきたい。労働組合の生成の契機は， 労

働市場における労資問・資本間・労働者聞の三重競争壱基盤にしているが，ま

ず「労働者どおしの競争を中止させ，もって資本に対する一般的競争をなしう

るようにする」問点にある。労働組合としづ団結の直接の契機が， このように

まずもって「労働者どおしの競争を中止さセるjにあるとすれば，問題は直接

的な競争関係にある労働者の範囲の問題となる。

大企業内の年功的労資関係には，建前として労働移動はないという終身雇用

制があるが，そのことは，日本の労働者の社会的な第 l次紐帯が企業内にある

ことを意味している。 I中進国」日本に特有な資本蓄積の型によって，日本の

労働市場は基本的に労働力供給が恒常的に過剰であり，安定的に仮象している

大企業内の継続的労働市場も本質的に不安疋である。長方形型の労働力構成壱

ピラミッ下型にしようとする労務管理上の要請が，終身雇用制の内を貫いてい

る。そこから，目本の労働者のエート月の核が処世術の優劣によるどんらんな

競争主義となれきわめて歪曲された激しい労働者相互の競争・抗争が生れる

のである。この競争・争闘の直接的な可視的な場は企業内である。あるがまま

の労働者は，この前近代的な企業内〈工員の場合はその主た職場男!日での昇進をめ

ぐるどんらんな争闘を放置吐ずに，一定程度でも制限し合理化しようとする意

志をもち，そ己から企業内団結という特異な回結様式が生れるのである。

そこから，企業内の学歴別階層性・身分性"lに対して， I身分制撤廃」等の

強い平等主義を建前として工・職混合とオーノレ・グ νイド・ユニオソという人

的構成上の特質をもっ企業内組合(工場別組合)として形成される。日本の企業

16) マルクス「哲学の賞困」岩波文庫版， 198ベージョ
17) マルクスーェγゲルス「労働組合論」国民文庫版 45ベージ。
18) 戦前の日本においては「社員・準社員工員 組夫というような経営身分秩序が，大学卒高

専卒 中学卒小卒とし、うような学置と見事に閑応していた」 氏原正治郎「日本の労荷関悟」
昭和 36年， 74へジ。
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社会・官公庁内の学歴ヒエラルヒーに対抗し，緩和しようとしたのである。労

働組合は普遍的に「資本の先行運動にたし、する労働の反作用」町としてある。

また，企業内団結としづ様式は，日本の経営者が自己の会社従業員に対して労

働監督だけでなく人格統括まで傾向的におこなおうとするその片務的・恋意的

な専制性に対抗して，職制の無制限的な機能を職制の権限明確化によって制限

しようとする人権宣言的な職場の民主化からも出発している。総じて，終身雇

用・年功賃金を内実とする企業内の封鎖的な継続的労働市場における年功的職

場秩序壱修正し，規制しようとし，すなわち，シビアーな企業内条件のもとで

企業内的な課題壱まずもって解決(とし、っても穏和なものにするだけであるが) し

ようとして企業内団結の様式は生れたのである。このように形成された企業別

組合の運動の方位が，なによりも企業の内部に向ってイ γ テ:/'./ープ(内包的)

ι転回しがちで，社会的なエクステンシープ(外延性) に弱し、という傾向があ

り，組合活動が横断的な産業的・往会的なひろがりにおいて推し進められるよ

りは，企業内郊の活動に焦点をむけることになりやすい，という」とはいなめ

ない体質的事実である。

とれまでは，労働者の直接的な競争。ありかたから団結(競争制限)の様式が

決ること壱のべたのであるが，次に，日本の労働組合が，正確にいえば企業別

本工組合であるが企業別組合として固電化L 組織労働者と未組織労働者とが

かくまでの隔絶性壱もつにいたった

のはなぜかが問題となろう。企業規

模別の組合組織化率をみれば，大企

業でも AllOT Nothingであるけれ

ども，小・零細企業でいかに労働組

合が存在してし、なし、かは驚異的です

らある。

第 3表のような雇用者構成のピラ

第 3 表企業規模~rJの組織化率 C%)

企業規模 組織化率 雇用労働者構成比

29人以下 3.4 29.1 

30-99人 10.6 14.8 

100-499人 38.4 13.9 

500人以上 60.5 27.5 

官公庁その他 63.8 14.7 

平均・総数 36.1 100.0 

資料出所組織化率.r労働組合基本調査」
昭和田年，雇用者構成比!経理府「就業
構造基本調査J昭和40半。

ユ9) マルクス「賃金価格およびF潤J(大月版「マルクスエンゲルス選集」第4分冊.78ベ ジ)
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ミッドと労働組合組織化率の逆ピラミッドという逆関係は，どこから由来する

のか。 1つには，流動性の高い中小企業関係においては転職による生活向上・

不満解消に労働者の目が向き，そして，中小企業労働者の聞には「労働組合を

つくってもうちではどうにもならない」という諦観があることによる。 2つに

は，大企業では技術・労働の近代性と労務管理・人間関係の前近代性の二重構

造的存在の目に見える鋭い対比を契機にして経営者の人格支配への対抗に向う

自覚が容易であるが，中小企業ではそれが困難である点にあろう。総じて，企

業別本工組合として固定化したのは，組織労働者が，継続的労働市場と短期的

労働市場との聞の鋭い階層的断層を打破する方向に無自覚で与件的に受け取り

対応してきたことによっているといえるであろう。

この階層的断層の放置に制約されて，大企業内の企業別組合は，その組合機

能に大巾な制限をうけることとなるのである。つまり，労働組合のー原理は，

「就業者と失業者との計圃的協業」にあるが，そのように労働市場総体におけ

る労働者間の競争の制限をおこない，雇用・労働条件を社会的なひろがり告も

って有効に規制するようにはなりえていない。例えば，それは企業規模別賃金

格差，年令別賃金格差，男女間賃金格差(100: 45)，本工と臨時工・社外工との賃

金格差(100: 70)等の仔在としてある o また，雇用別組合である企業別組合の組

織体としての具体的活動をみれば，組合員の賃金水準・賃金体系の決定1=一定

の規制を加えることと組合員が宋組織の下層労働市場に転落することを防止す

ることにほぼかぎられていて，との 2つ以外の活動分野は雪わめて日弘、土いう

よりも無い，ということがすぐっかみとれる。組合機能が組合員のベース・ア

ヅずと解雇防止というほぽ 2つヒ限定されているわけなのだが，逆に，この企

業別組合の二大機能に大企業の常用労働者はメリヴ下壱見出してとじこもって

いるのである。

20) 政党が本来の政情的機能を果Lていないために，労働組合など元来事圭楕闘争を建前とする団

体や新興宗教団体がその真空を埋め，さらに子供を守る会とか留守家脹の組織のような社会の最

底辺で組織された応急的な集団が圧力団体の役割を簡ずるとし、う夙に，一段ずつ機能集団の校割

がズνているのが現代日本の状況であるJ，丸山真男「現代政治の思想と行動J531へージ。
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このこ土は，学歴・学校によってさえぎられ，雇用機会が異次元であること

もあって，ストレイトには不可視な就業岩と半失業者・失業者との大きな社会

的競争の放置によるデメリットが看過され，競争制限のテリトリーが労働者聞

の競争が毎日毎日じかに可視な場である阿雇用主下の企業内に限定されてし、

ることを意味している。大企業労組において最低賃金制等が問題にならないゆ

えんである。企業別組合は，年功制度を所与酌なものとして，労働諸条件と片

務的労資関係を企業の外からでなく内において修正・是正しようとして生成しV

5齢、排他性と総括しうる守郎、外延性・社会性・横断性=日郎、内包性・封鎖

性・縦断性ミという一個二重的性格壱もつこととなった。

V 企業組合主義の思想と行動の特徴

労働組合運動の基幹をなす民間産業のピヅグ・ユニオy とその運動から摘出

しうるのであるが，企業別組合の思想と行動様式と呼ばれる企業組合主義とは

何か，を己乙で要約しておこうと思う。

企業組合主義の第 1の特徴は，その賃金闘争におけるベース・アップ方式で

ある。賃金闘争が企業の労務費の修正をめぐる賃金額闘争にとどまり，質金体

系・配分規制がまことに弱く経営者の裁量にゆだねられてしまうことにある③

思想面からみれば，平均賃金思想であフて会社の支払能力の枠の中にとどまっ

ている。第2には，賃金闘争の内実が賃金額であることもあって，一定の額の

賃上げとひきかえに牛摩性向上・令理化を実際上は認めてしまうというテイグ・

7'/ド・ギプの傾向が強いことがある。具体的には，体産過程における労働量

や作業環境等の労働諸条件の規制活動を組合体としてはほぼ完全に放置する傾

向である。

企業組合主義の第3の特徴は，いわゆる幹部請負的傾向・官僚主義とプレヮ

ジャー・クりレープ的性格である。この幹部主義を支える基盤は，組合のリーダ

ー・シップが役付組合員(現場管理者層)に掌握され，経営管理組織と組合組織

との癒着によって組合の下部空洞化が生じさせられている所にある。第4は，
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組合活動の企業別分断による産業~Jj統一闘争の実質的否定，企業間競争への加

担土いうピヘイピヤーであれ思想的には企業主義意識といわれるものである。

第 5には i政治のことよりもゼユの話しをしろ」としづ言葉に象徴される即

物的な特殊な経済主義がある。特殊な経済主義と呼ぶのは，社会党と特異な関

係壱結ぶ町こともあって，政治闘争に組合体として形式的参加をおこなう面が

あるからである。第6には，以上のすべてが組合幹部の自生的な心情・発想と

意識・思想そのものとしてあるということである2九

末広厳太郎氏は， i一回のある時代における労資関係壱具体的に知るために

は，そこにおこなわれている労働協約を研究するのが最も便宜な方法であるJ22>

と確言される。昭和紛年において約 5方 3千ある日本の労働組合のうち，労働

協約壱締結しているのが約55%しかないことは，まずもって組合手段の中心と

しての団体交渉(労働協約締結)が未成熟であることを示してあまりある G そし

て，その労働協約の多くが，逆締めつけ・尻抜けユユオy ジョヅプ・交渉委任

禁止・平和条項・政治活動禁止・人事権と管理運営事項の会社側保有・団体交

捗事項を苦育処理機関や経営協議会に移行する条項等々を合んでおり，企業主

義の色彩を強くもってしゅ。

これら企業組合主義に自然発生的に対抗いたのが，いわゆる「組織づくり運

動」であった。三池労組の「職場の片すみまで堀りおこす組織活動J， 北陸鉄

道労組の「職場に生き生きした組合活動壱育てていくために，すべての職場で，

職場でおきたZ"_eはまず職場で解決する」活動等は，技能序列と職務序列・賃

金序列の不照応，労働協約と賃金協定の分離の状況をつき，職場交渉・協定で

もって賃金と労働壱結合させようという試みであった。そこには，経営協議会

活動と団体交渉を別けて考えるということがおこなわれていた。

百 企業別組合の構造的特質

労働組合の原理論からは，労働組合は個々の資本の枠をこえた社会的ひろが

21)大河内氏原市喬高梨「日木のュニオγ ーり ダ 」 昭和40年を参照。
22) 末広厳太郎「日本労働組合運動」昭和 26年. 21jベ ジ。



74 (548) 第四巻第6号

ちをもたねばならず，労働組合の普遍的機能は労働諸条件の水準の引上げと，

その社会的標準化にあらねばならないはずである叫。

だが，企業別組合は企業内組織であるが故に，その労働条件をその会社の経

営条件の某盤のとでしか求められない叫。そこから「賃労働者が賃労働者とし

てとどまるかぎり， 彼の運動は資本に依存している l'めということが日本では

特殊に強〈作用し，企業に従属した会社組合へ転落する危険性を内包する匂経

営条件の良し悪しが労働条件のそれに反映しがちであり，賃金は企業の支払能

力によって制約を受けがちである。この面に強くひきつけられ「是認」する定

立が，いわゆる右派であり日本的御用組合である。

他方，後進帝国主義国(中進国)である日本における企業内条件はことのほか

γ ピアーとなる傾向があるところから， I労資の利害は根本的に対立する」面

も特殊に強〈作用する。正義感の強い青年層がおおくの場合そのにない手とな

るのであるが，この面を強く感受し打ちだせば，きわめて「左翼」的な日本的

急進組合となもこの「企業別組合の 2つの道」の分岐点は，きびしい国際・

国内の資本間競争を是認するか否定するかという態度し、かんにある。賃労働は

資本の反省規定であり，資本と賃労働とは，相互依存的対立関係にあるという

「同ーの関係の両面Jが， 日本的労資関係ではダイナミッグに定在せさるをえ

ない。

組合結成時における全員 括加盟方式と既存組合での新規学卒者が自動的に

組合員になるという安易なヨこオ:/--./品ツプ制もあって， I会社の発展あっ

ての生活向」三」という右派， I労働者が生きるには資本は死なねばならないJ

Eし寸急進派，この両者のほかに「労働条件の向上には賛成だ。しかし，会社

をつぶしては元も子もなくなるのではないか」とし寸広汎な中間層が，組合員

の中に必然的に生れる o この三者の争闘は不可避であるだけでなく，会社帰属

意識と組合帰属意識壱めぐって 1人の労働者の内部でもこの三者が意識下の世

23) 菊池光造a 企業別組合論の問題状況. r法経学会雑誌」第58号. 85-92ヘ ジ。

2叫 前)11嘉日本'3i働組合の問題点j 岸ふ英太郎綱若「労働問題J昭和 34年， 163ベ ジロ

25) 大月版「マルクスーエンゲルス選集」第2巻. 249ベ ジ。
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界で葛藤せざるをえなし、問。こうし寸組合員の三者構成の下では， 右派と急進

派の指導権争いは不可避である。急進層が中間層の支持をかちとって指導権壱

握れば，労働条件が経営条件に制約される面を「無視Jしがちな日本型左翼組

合となるし，右派が中間層を掌握してへゲモニーをとれば日本的御用組合とな

る。この急進的組合と会社組合は，論理的に必然的な向極端を析出したもの C

あって，大多数の組合は己の両極の中間にあるのが実際の姿である。 i企業別

組合は，そのまま実質的な労働組合としてう付とるのではなしむしろ労資が

組合員を実質的に争奪し合う競争の場であるJ21}としづ流動性・緊迫性をもっ

ている。また，企業別組合は，広汎な中間層の動向の位置の大きさもあって，

賃上げ等の要求闘争(攻撃的闘争)はある程度おこなえるが，経営側の出してく

る合理化・企業整備等への抵抗闘争(防衛的調争)ヒは全〈もって弱し、台いう傾

向をもっ u さらに，経営成績の影響をもろに受けがちな企業別組合は，景気循

環との関係において，好況期には適応的だが不況に対しては極端に弱し、という

特伸壱もたざるをえない。総じて，日本の企業別組合は当該企業の会社組合に

転落する危険性を構造的に内包している o

次に，企業別組合は，本来なら経営側に明確に属する職務の人まで一括して

加盟する全員組織であることもあって，組合の機構と指導の中に勤続年数・熟

練度合・経営上の地位等の「資本の価値生産のための職場序列」が，どうして

も反映しがちな面を傾向的にもつが，そのことから惹起する側面を問題にした

い。そのことは企業別組合の組合系統が企業の職制機構に対応してつくられて

いる点からも加重される。

このことにどう対応するかという鬼曜によって. i企業別組合の 2つの道」

が惹起する。ー方，職制序列が組合内にそのまま反映することを是認する定立

として，現場の管理者層〔役付組合員)の指導する幹部請負闘争への傾斜が生れ

る。先の企業組合主義である。他方，経営管理組織の組合内への反映を否定し

26) 日本の労醐者の意識構造については，軒森廉ニ踊「日本の労働者J昭和38年を審問。
27l 総評「組輯綱領草案」昭和田年。
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ょうとする定立として，一般職員・工員の主遵権による大衆闘争への傾斜が生

じる。もちろん，この 2つの限界状況も論理的に抽象したものであって，実際

はこの両極の聞を流動してし、る。役付でない一般組合員(平社員)のイュ γ ャテ

ィープによる大衆闘争の主な内実が，いわゆる職場闘争である。賃金闘争にお

ける 12つの道」は，経営条件というもの壱どうみなすか壱 lつの軸として，

一方において，幹部請負闘争が企業の支払龍力・労務費に従属した平均賃金理

論のベース・アップ闘争として出現し，他方において，急進的な大衆闘争は平

等主義を建前とした属人賃金の生活給理論の闘争として現出する。現在の春闘

における賃金闘争は，要求における一律要求(生活給思想)，妥結におけるべ

エ・アップ(支払能力思想)とほぼなっており，後者に傾斜した中間的存在とし

てある。また，全員組織としての企業別組合は，経理マ γ 壱含む職員層および

技術者層壱含んでいることもあって，特殊な客観情勢が必要条件であるから例

外的にしかありえないとしても資本宅義のかの経営の秘情の奥深く労働者が突

き進みえる面と，同時に，多くの平常時では労働者を会社の枠にとりこみ会社

に対する忠実な従業員にしてしまうことができるという「両刃の朔IJJ'"でもあ

る。終戦直後の生産管理闘争や三井三池労組の長期計画闘争が前者として現わ

れ，後者としては電産解体後の電労連や争議敗北後の日産自動車労組等に典型

がみられる。

さて，以上の急進組合か御用組合かという「企業別組合の 2つの道」の分岐

のポイ y トになるのは，基礎としては職場段暗における組合活動家群と職制群

との勢力関係である。そして，分岐点を直接的に決めるのは，職務昇進の決定

権・基本給の昇給査定・そのほかの人事権等を握っている職制層の帰趨にあ

る町。年功的職場秩序にうちかつのかのまれて負付るのかであり，経営の職場

秩序と組合の職場規律の桔抗とLづ問題である。端的にみれば，企業別組合は，

経営者が現場職制群を掌握しそこを媒介として一般組合員の呼吸孔をふさげば

28) 大河内一男，岩波「日本資本主義講座」昭和29年白第7巻，序文， 9へージ。
29) 高橋前「日本的労資岡骨の研究J昭和 40年， 32へ←ジ。
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右翼的に現出し，組合が現場職制群を組合の統括下においた場合には左翼急進

的に出現する，とし、う構造的特質をもっている。歴史的にみれば，昭和24年ま

では後者であったし， 25~27年は前者であった。そして，それ以降は前者を優

位にした中間的存在としてあるといえるだろう。そのほか，職種壱問わずユ一括

組織のため職種別利害壱内含する必然性によって起る問題等が，企業別組合の

構造的特質としてあるが，中心的な特質は以上でほぼ析出しえているだろう。

VIlむすび

以上，私は，労働市場，企業内労資関係の複合的構造を守件的にしている企

業別組合のあるがままの特質をみてきて，それを， 2つの道」論として展開し

てきた。そして，御用組合か急進組合かという「日つの道Jは，経営諸条件が

与件的になっている次元において労働諸条件の維持改善をめざそうとするとき

に，経営諸条件をそのまま是認、して埋没するかそれとも単純に否定してしまう

かの措抗によって惹起するものであること壱明らかにしたつもりである。とす

れば，との， 2つの道」は，やはり組合の普遍的機能の意識的追求が不問に付

された次元における「同ーの関係の両面」にすぎなしいぜんとして， 2つの

道j壱超克する方位において企業別組合からの脱皮と」寸課題が残されている

のである。

(付記) 最後忙，企業別組合を論じておられる次の代表的な詩論士に多〈学んだ

ことを記して，ぞれらを列一挙しておきたい。

大友福夫，組織(昭和27年， r統一的労働運動の展望」第3章)。高橋洗，いわゆる

企業別組合について(昭和28年， r日本的労資関係の研究」所収)。藤田若雄，企業別

組合論左ぞの批判について(昭和31年， r労働組合の組織と運動」所収)。西岡孝男，

企業別組合論に関する覚書(昭和33年，社会政策学会編「生産性向上と社会政策」所

収〕。浜川浩・棚橋泰助，企業別組合克服の方向(昭和34年，棚橋泰助!戦後労働運動

史J第2部)。岸本英太郎，牛功賃金体系と労働組合(昭和39年， r運動のなかの賃金論」

所収)。菊池光造，企業別組合の問題状況(昭和41年， r法経学会雑誌j第58号所収)。

熊訳誠，労働組合の経済理論(昭和41年，岸本英太郎編「労働組合の機能と組織J所

JIJ7.)， (1967. 3. 5) 


